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プロに聞く

経営相談室

　中小企業については、賃上げを一定以上行っ
ていたとしてもその年赤字であった場合、控除
を₅年間繰り越せる措置が新設されました。
　加えて、現行では教育訓練費が前年度より
10％増加していれば、控除率が10％上乗せされ
ましたが、その要件が教育訓練費の増加割合が
₅％以上かつ教育訓練費が雇用者給与等支給額
の0.05％以上と変更されました。
　大企業については、より高い賃上げを促す制
度へと改正されています。

　交際費等から除かれる飲食費等が一人当たり5,000円以下から10,000円以下へと変更されました。この改正
は令和₆年₄月₁日以後に支出する飲食費等について適用されます。

　令和₆年₃月31日までに事業承継等事例調査（実施する予定のデューデリジェンスの内容）に関する事項
が記載された経営力向上計画の認定を受けたものが、株式取得によってＭ＆Ａを実施する場合に（取得価額
10億円以下に限る）、株式等の取得価額として計上する金額（取得価額、手数料等）の一定割合の金額を準
備金として積み立てた時は、その事業年度に
おいて損金算入できる制度についてその適用
期限が₃年延長されとともに、損金算入割合
の上限が最大で100％（最低70％）とされます。
また、準備金の据置期間も従来の₅年から10
年に延長されることになっています。

　去る2023年12月14日に2024年度の税制改正大綱が発表されました。その前段部分の「基本的考え方」の
中で、今は大きな時代の転換点にあることが強調され、デフレ脱却に向けた政府の強い意志が表明されて
います。今回発表された内容について県内企業に影響のありそうな項目をいくつか採り上げて解説してみ
たいと思います。

賃上げ促進税制の強化1
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交際費等の損金不算入制度の拡充2

Ｍ＆Ａ投資損失に備えた準備金制度3

2024年度の税制改正大綱
～押さえておくべきポイントを解説～

資料：政府税制調査会資料

資料：中小企業庁「中小企業の経営資源の集約化に資する税制概要・手引き」
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